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第３章 地域別まちづくりの方針 
・ここでは、前章までの市全体のまちづくりの考え方を前提としつつ、よりきめ細かい地域ご

とのまちづくりの方向性を示します。 

○地域区分は、市内７つの中学校区域を基本として、東久留米駅周辺については、市内で最も拠

点性が高いことから、駅東西を一体に捉え独立した１つの地域とし、全部で８つの地域としま

す。なお、中学校区域は一部町丁目を二分する箇所がありますが、町会単位のコミュニティの

まとまりや、人口や就業者数など統計的処理の関係などから、町丁目単位として区域を設定し

ます。 

○地域ごとに主要課題を挙げるとともに、課題に応えるため、地域の将来像を示します。その実

現のため、地域のまちづくりの方針を示すとともに、このうち重要な事項についてその取り組

み方針を示します。 

１．概況 -------------------- 位置・面積、駅圏域・中学校区域、地域の概況 

２．課題 ------------------- まちづくり上の主な課題 

３．まちづくりの方針 ------- 地域の将来像と目標、拠点・土地利用・道路等の配置の方針、

土地利用の育成・誘導方針、道路・交通の整備方針 

４．重点的に取り組むべき課題と取り組み方針 

 ------------- 上記「２」のうち重要な事項についての取り組み方針 

まちづくり方針図 ----------- 上記「３」の参照図としてのまちづくり方針図 

地域区分と各地域の名称 
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第１節 北東部地域 

１．概況 

（１）位置・人口・面積・地形 

・市の東部北側に位置し、新

座市に接する。 

・人口は約 12,300 人（全市

の 10.7％）、うち 65 歳

以上人口は、22.9％を占め

る。〔平成 17 年国勢調査〕 

・面積は 124ha（全市の

9.6%） 

・地域の南側に黒目川が流れ

ており、黒目川の段丘崖が

ある。このうち一部に急傾斜地がみられる。 

（２）駅圏域・中学校区域 

・東久留米駅から 400ｍ～2,000ｍにある。このうち氷川台一・二丁目は清瀬駅から 700ｍ

～1,600ｍにあり、日常利用する主な最寄り駅は、東久留米駅である。 

・東中学校区域である。 

（３）地域の概況 

・上の原地区や氷川台一丁目に共同住宅が立地。 

・上記以外はみどりの多い戸建て住宅地であるが、地形に高低差があり坂が多く、生活道路の

整備水準が低い地区が多い。 

・東久留米団地の建替えが進行中。 

・都市計画道路東３・４・20（東久留米駅神山線）が整備中。 

・東久留米駅と東久留米団地を結ぶバス路線が運行されている。 

・地域住民に身近な公共施設として、コミュニティホール上の原や上の原連絡所が立地。 
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２．課題 

・上の原地区の東久留米団地の建替えに伴う土地活用。 

・低層戸建て住宅地の環境保全。 

・都市計画道路東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）の沿道土地利用の適正な誘導と、環境保全

対策。 

・都県境の南北方向の道路や、門前大橋通りなどを始め、主要生活道路や生活道路における、

歩行者や自転車利用者の安全性の確保。 

・主に金山町・氷川台においてバスサービスの充実。 

・緑地の整備と保全、黒目川の親水化と利用・活用の工夫。 

・緑地保全地域に指定されている一団の緑地の環境維持および、その管理上の問題 

・いっとき避難場所への緊急輸送路の整備。 



 －4－

３．まちづくりの方針 

（１）将来像とまちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）拠点・土地利用・道路等の配置の方針 

・主な拠点として、上の原地区のおおむね東側に活力拠点、東部地域センターと都市計画道路

東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）と同東 3・4・20（東久留米駅神山線）との交差部一

帯に生活拠点、金山町一丁目や氷川台一丁目にあるまとまったみどりや、スポーツセンター

とこれに隣接する野草園・大門中学校一帯に水とみどりの拠点を配置する。 

・黒目川を歩行系の軸と兼ねた、水とみどりの軸とし、水質の維持や親水性の確保、歩行系の

軸も兼ねたみどりの連続性の確保などを進める。 

・土地利用は、上の原地区を複合住宅地とし、このうち東久留米団地のセンター地区に近隣商

業地を配置する。また、神宝町・金山町・氷川台は低層住宅地を基本として配置する。 

・幹線系の道路は、新座市や、東京都心部、所沢方面へのアクセス性向上をめざすこととし、

都市計画道路東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）を広域の主要幹線道路とし、これに東久留

米駅に続く同東 3・4・20（東久留米駅神山線）および、同東 3・4・21（小平久留米線）

を接続する。 

 

まちづくりの目標 

将来像 

みどりにつつまれた住まい環境のなかに、 

活力とにぎわいがうまれるまち 

●黒目川の水辺環境や、金山・氷川台の緑地保全地域などの

豊かなみどりにつつまれた、良好な住宅地が形成され、うる

おいとやすらぎのあるまち 

●上の原地区東側の活力拠点整備による、にぎわいと活力が

うまれるまち 



 －5－

北東部地域のまちづくり方針図 
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（３）土地利用の育成・誘導方針 

１）地区の土地利用 

上の原地区 

・上の原地区は、団地建替えによるまとまった土地利用転換を図る地区として、現状の日常生

活を支える諸機能の役割に配慮するなど周辺の住環境と調和した、良好な複合住宅地を形成

する。このうち、東久留米団地のセンター地区は近隣商業地とし、生活利便に係るサービス・

商業施設を誘導する。 

・建替えで生じた余剰地などを活用し、まちのにぎわいや活力を生むような生活サービスや住

宅、交流、教育、業務、産業などの、多様な機能が適切に配置された土地利用を誘導する。

また、豊かな緑の景観の保全・創出を図る。 

神宝町地区 

・神宝町地区は、地区南側を流れる黒目川の水辺環境を活かした低層住宅地として、良好な住

環境を形成する。このうち、農地が点在する神宝町二丁目南側は、農業環境と調和した低層

住宅地の形成を誘導する。 

・落合川と黒目川の合流地点や、スポーツセンター、野草園、大門中学校一帯は、主要幹線道

路や歩行者用道路の整備、河川環境の整備を進めるとともに、スポーツ・レクリエーション

機能を充実する。 

金山町地区、氷川台地区 

・金山町地区、氷川台地区は、金山町一丁目と氷川台一丁目にあるまとまったみどり環境と調

和し、黒目川の水辺環境を活かした低層住宅地として、良好な住環境を形成する。このうち、

農地が点在する金山町一・二丁目周辺は、農業環境と調和した低層住宅地の形成を誘導する。 

・東部地域センターと、都市計画道路東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）と同東 3・4・20

（東久留米駅神山線）との交差部一帯は、東久留米市の東部圏域の生活拠点として、地域セ

ンターの機能の維持、強化を図るとともに、交差部の交通利便性を活かし、生活利便に係る

サービス・商業施設の集積を誘導する。 

２）幹線道路沿道の土地利用 

・都市計画道路東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）沿道や、都市計画道路東 3・4・20（東

久留米駅神山線）沿道は、都市型住宅地・業務地とし、広域的な活力のある都市活動を支え

る複合的な土地利用を誘導する。このうち、都市計画道路東 3・4・20（東久留米駅神山線）

は、東久留米駅周辺と上の原地区を結ぶ道路軸として双方がもつ活力を相乗的に高めるよう、

沿道景観の形成や住環境に配慮した適切な土地利用を誘導する。 
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３）身近な生活交流拠点 

・地域コミュニティや日常生活を支える機能として、コミュニティホール上の原などのコミュ

ニティ施設、門前大橋通り沿道などに立地する近隣型の商店の集積地、小中学校を身近な生

活交流拠点として位置づけ、その維持・強化に努める。 

（４）道路・交通の方針 

・都市計画道路東 3・4・20（東久留米駅神山線）の、同東 3・4・１５の１（新東京所沢線）

との交差部から新座市境までの未整備区間の事業を進める。 

・優先整備路線（※１）に位置づけられている都市計画道路東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）

は、市内全線にわたり整備促進を図る。 

・主要生活道路や生活道路については、歩行者や自転車利用者の交通安全性を確保するための

自動車交通対策を進めるとともに、地域住民や関係者の理解を得ながらボトルネック箇所の

解消などを進め、消防活動が円滑に行えるよう整備する。 

 

（※１）平成１８年～平成２７年度のおおむね１０年間で優先的に整備すべき路線の区間で、東京都の多摩

地域における都市計画道路の整備方針・第三次事業化計画に基づく。 
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４．重点的に取り組むべき課題と取り組み方針 

（１）重点課題と取り組み方針～その１ 

東久留米団地の建替えに伴う土地活用など、上の原地区の活力拠点としての推進 

・上の原地区は、東久留米団地の建替え計画や国が検討を進めている公務員宿舎の移転・再配

置計画を踏まえ、これにより生じる都市再生機構の賃貸住宅と国家公務員宿舎の跡地を活

用し、まちの活性化に資するため、新たな企業等の誘導に取り組みます。 

・具体的な取り組みにあたっては、地区計画制度を活用し、生活サービスや住宅、交流、教育、

業務、産業など、周辺の住環境と調和した多様な機能が適切に配置された土地利用を誘導し

ます。 

・地区内の公園や道路の再整備を進めます。また、幹線道路である都市計画道路東３・４・20

（東久留米駅神山線）との連携を図り、上の原地区への交通アクセス性を高める道路整備を

進めます。 

（２）重点課題と取り組み方針～その２ 

都市計画道路東３・４・20（東久留米駅神山線）、同東３・４・15 の１（新東京所沢線）

整備および、沿道の適正な土地利用の誘導 

・整備中の都市計画道路東３・４・20（東久留米駅神山線）は、東久留米駅東口から東方面に

のび、隣接する新座市において整備が進められている都市計画道路と接続する、東久留米市

の東部圏域の基幹的な道路となります。このため、早期開通に向け引き続き整備を進めます。

整備にあたっては、歩行者や自転車利用者への配慮、街路樹やポケットパークの配置など、

道路空間におけるみどりの創出について検討を行います。 

・優先整備路線に位置づけられている、都市計画道路東３・４・15 の１（新東京所沢線）は、

東京都心部と所沢方面を結ぶ主要幹線道路であり、周辺市の整備とあわせた全線整備により、

広域的な道路交通ネットワークが形成されることとなります。このため、早期着工に向け整

備促進を図ります。 

・これらの都市計画道路整備にあわせ、沿道地域の建物の不燃化や都市型住宅・業務地として

の土地利用を誘導するため用途地域等の見直しを進めるとともに、周辺環境と調和した良好

なまちなみ形成を図るため、地区計画制度の活用を図ります。 

（３）重点課題と取り組み方針～その３ 

主要生活道路や生活道路の改善整備 

・北東部地域の道路網は、都市計画道路東３・４・20（東久留米駅神山線）の一部区間および、

補助幹線道路１路線、主要生活道路１路線が整備されていますが、地区内を通過する自動車

交通や地域内から発生する自動車交通を処理する基幹的な道路整備が十分ではない状況にあ

ります。 

・このため、幹線道路の整備を進める一方で、神宝町・金山町・氷川台地区と周辺地域との連

絡道路や災害時の緊急輸送道路を中心にボトルネック個所の解消を進めます。あわせて、歩

行者や自転車利用者の交通安全対策を進めます。 
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第２節 南東部地域 

１．概況 

（１）位置・人口・面積・地形 

・市の東部南側に位置し、新座

市、西東京市に接する。 

・人口は約 10,400 人（全市の

9.0％）、うち 65 歳以上人

口は、17.8％を占める。〔平

成 17 年国勢調査〕 

・面積は 84ha（全市の 6.5%） 

・黒目川、落合川、立野川が流

れている。立野川の南側に段

丘崖があり、立野川沿いは傾斜地となっている。 

（２）駅圏域・中学校区域 

・東久留米駅から 400ｍ～1,200ｍにある。このうち浅間町一～三丁目はひばりヶ丘駅から

400ｍ～1,200ｍにあり、日常利用する主な最寄り駅は、東久留米駅とひばりケ丘駅である。 

・大門中学校区域である。 

（３）地域の概況 

・大門町二丁目に共同住宅が立地。 

・上記以外はみどりの多い戸建て住宅地であり、浅間町は基盤水準の低い密集した戸建て住宅

地が多く、また生活道路の整備水準が低い地区が多い。 

・大門町地域と東久留米駅を結ぶバス路線が運行されている。 

・自転車・歩行者用道路が整備された黒目川と落合川が流れている。 

・黒目川と落合川の合流地点の調整池の整備を東京都で進行中。 

・主要な公共施設として、スポーツセンター、東部地域センターが立地。 

・地域住民に身近な公共施設として、浅間町地区センターが立地。 

・立野川に沿った傾斜地は、宅地造成等規制区域に指定。 
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２．課題 

・都市計画道路東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）の沿道土地利用の適正な誘導と、沿道環境

の保全対策。 

・都県境の南北方向の生活道路などを始め、主要生活道路や生活道路における、歩行者や自転

車利用者の安全性の確保。 

・主に浅間町においてバスサービスの充実。 

・落合川の親水化と利用・活用の工夫、浅間町の環境改善と連動した立野川の整備・活用。 

・立野川の生活雑排水の流入による汚濁。 

・密集している木造住宅地や宅地造成等規制区域の住環境の改善。 

・生活道路の整備水準が低い地区について避難路の確保。 

・東部地域センターやスポーツセンター、河川合流部の公園の活用。 

・黒目川と落合川の合流地点の水害対策。 
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３．まちづくりの方針 

（１）将来像とまちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）拠点・土地利用・道路等の配置の方針 

・主な拠点として、東部地域センターと都市計画道路東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）と同

東 3・4・20（東久留米駅神山線）との交差部一帯に生活拠点、スポーツセンターとこれに

隣接する野草園・大門中学校一帯に水とみどりの拠点を配置する。 

・黒目川、落合川、立野川を歩行系の軸と兼ねた、水とみどりの軸とし、水質の維持や親水性

の確保、歩行系の軸も兼ねたみどりの連続性の確保などを進める。 

・土地利用は、低層住宅地を基本とし、大門町二丁目に一団の中高層住宅地を配置する。 

・幹線系の道路は、新座市や、東京都心部、所沢方面へのアクセス性向上をめざすこととし、

都市計画道路東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）を広域の主要幹線道路とし、これに同東 3・

4・20（東久留米駅神山線）と同東 3・4・18（新小金井久留米線）を接続する。 

 

まちづくりの目標 

将来像 

三筋の川が流れるなか、良好な住宅地が広がる、 

安全な暮らしのあるまち 

●黒目川・落合川・立野川の三川が織りなす水辺環境のなか

で、災害に強い安全な住環境が形成されるまち 

●川沿いのみどりにふれ、スポーツ、レクリエーションに憩う、

人々が集いにぎわうまち 
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南東部地域のまちづくり方針図 
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（３）土地利用の育成・誘導方針 

１）地区の土地利用 

大門町地区 

・大門町一丁目地区は、浄牧院のみどり豊かな環境と調和した低層住宅地として、良好な住環

境を形成する。 

・大門町二丁目地区は、周辺環境と調和した一団の中高層住宅地として、良好な住環境を維持、

更新を図る。更新にあたっては、地域の環境と調和し、さらに環境向上にも寄与し得るもの

として整備を図る。 

・東部地域センターと、都市計画道路東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）と同東 3・4・20

（東久留米駅神山線）との交差部一帯は、東久留米市の東部圏域の生活拠点として、地域セ

ンターの機能の維持、強化を図るとともに、交差部の交通利便性を活かし、生活利便に係る

サービス・商業施設の集積を誘導する。 

・黒目川と落合川の合流地点や、スポーツセンター、隣接する野草園、大門中学校一帯は、主

要幹線道路や歩行者用道路の整備、河川環境の整備を進めるとともに、スポーツ・レクリエ

ーション機能を充実する。 

新川町二丁目地区、浅間町地区 

・落合川と立野川の親水性を活かした低層住宅地として、良好な住環境を形成する。このうち、

農地が点在する新川町二丁目と浅間町二丁目周辺地区は、農業環境と調和した低層住宅地の

形成を誘導する。 

・浅間町地区の密集している木造住宅地や宅地造成等規制区域は、その住環境を改善するため、

幅員の狭い道路の整備、危険宅地の解消などを進める。 

２）幹線道路沿道の土地利用 

・都市計画道路東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）沿道や、都市計画道路東 3・4・20（東

久留米駅神山線）沿道は、都市型住宅地・業務地とし、広域的な活力のある都市活動を支え

る複合的な土地利用を誘導する。このうち、都市計画道路東 3・4・20（東久留米駅神山線）

は、東久留米駅周辺と上の原を結ぶ道路軸として双方がもつ活力を相乗的に高めるよう、沿

道景観の形成や住環境に配慮した適切な土地利用を誘導する。 

３）身近な生活交流拠点 

・地域コミュニティや日常生活を支える機能として、浅間町地区センターなどのコミュニティ

施設、都道 234（旧市役所通り）沿道や門前大橋通り沿道などに立地する近隣型の商店の集

積地、中学校を身近な生活交流拠点として位置づけ、その維持・強化に努める。 
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（４）道路・交通の方針 

・優先整備路線（※１）に位置づけられている都市計画道路東 3・4・15 の 1（新東京所沢線）

は、市内全線にわたり整備促進を図る。 

・主要生活道路や生活道路については、歩行者や自転車利用者の交通安全性を確保するための

自動車交通対策を進めるとともに、地域住民や関係者の理解を得ながらボトルネック箇所の

解消などを進め、消防活動が円滑に行えるよう整備する。 

 

（※１）平成１８年～平成２７年度のおおむね１０年間で優先的に整備すべき路線の区間で、東京都の多摩

地域における都市計画道路の整備方針・第三次事業化計画に基づく。 
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４．重点的に取り組むべき課題と取り組み方針 

（１）重点課題と取り組み方針～その１ 

密集している木造住宅地や、宅地造成等規制区域の住環境の改善および、主要生活道路や生

活道路の改善整備 

・浅間町地区の密集している木造住宅地は、住環境の改善に向け、建築物等の耐震化・不燃化

を進めるとともに、建物の建替えや開発事業に併せ、狭あいな区画道路の改善整備を図りま

す。また、宅地造成等規制区域は、現状の監視を続けるとともに、建替えにあわせた適正な

改善指導を進めます。 

・浅間町地区の道路網は、地区内の幹線道路が未整備であり、主要生活道路についても幅員が

狭い状況にあります。このため、浅間町地区と周辺地域との連絡道路や災害時の緊急輸送道

路を中心にボトルネック個所の解消を進めます。あわせて、歩行者や自転車利用者の交通安

全対策も進めます。 

（２）重点課題と取り組み方針～その２ 

黒目川、落合川、立野川の水質の維持や親水性の確保 

・河川の良好な水質を維持するため、立野川上流側の西東京市と連携して公共下水道の未接続

世帯の更なる解消を図るとともに、河川の汚濁防止のための監視や啓発活動を継続して進め

ます。 

・黒目川や落合川に沿った遊歩道の適正な維持管理を進め、良好な水辺環境の維持・保全に努

めます。 

（３）重点課題と取り組み方針～その３ 

都市計画道路東３・４・20（東久留米駅神山線）、同東３・４・15 の１（新東京所沢線）

整備および、沿道の適正な土地利用の誘導 

・整備中の都市計画道路東３・４・20（東久留米駅神山線）は、東久留米駅東口から続く、隣

接する新座市において整備が進められている都市計画道路と接続する東部圏域の基幹的な道

路です。このため、早期開通に向け引き続き整備を進めます。整備にあたっては、歩行者や

自転車利用者への配慮、街路樹やポケットパークの配置など、道路空間におけるみどりの創

出について検討を行います。 

・優先整備路線に位置づけられている、都市計画道路東３・４・15 の１（新東京所沢線）は、

東京都心部と所沢方面を結ぶ主要幹線道路であり、周辺市の整備とあわせた全線整備により、

広域的な道路交通ネットワークが形成されることとなります。このため、早期着工に向け整

備促進を図ります。 

・これらの都市計画道路整備にあわせ、沿道地域の建物の不燃化や都市型住宅・業務地として

の土地利用を誘導するため用途地域等の見直しを進めるとともに、周辺環境と調和した良好

なまちなみ形成を図るため、地区計画制度の活用を図ります。 
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第３節 駅周辺地域 

１．概況 

（１）位置・人口・面積・地形 

・市の東部中央に位置し、東久

留米駅を擁する。 

・人口は約 10,900 人（全市の

9.5％）、うち 65 歳以上人

口は、15.4％を占める。〔平

成 17 年国勢調査〕 

・面積は 85ha（全市の 6.6%） 

・黒目川・落合川に挟まれた平

坦な地形である。 

（２）駅圏域・中学校区域 

・東久留米駅から 0ｍ～800ｍにあり、日常利用する主な最寄り駅は、東久留米駅である。 

・大門中学校区域と久留米中学校区域と南中学校区域の各一部に属する。 

（３）地域の概況 

・駅西口・東口周辺は土地区画整理事業が実施され、都市的な土地利用と景観整備が進んでお

り、東久留米市の中心市街地として商業施設や主要な公共施設が立地。 

・駅北口及び都道 234（旧市役所通り）沿道は、歩行環境の整備水準が低く、商業活動はやや

停滞傾向。 

・都市計画道路東 3・4・19（小金井久留米線）沿道は、沿道の建築物整備ルールにより、豊

かな歩行空間の確保と統一した景観づくりが進んでいる。 

・鉄道により地域が分断されているが、東久留米駅東口第二土地区画整理事業が完了し、駅東

西を結ぶ道路が新設された。 

・駅北口改札の閉鎖にあわせて、北口から駅東西連絡通路への歩行者用通路が整備された。 

・主要な公共施設として、市民交流スペースとして市民プラザの併設された市役所が立地。 

・地域住民に身近な公共施設として、コミュニティホール東本町、スペース 105 が立地。 
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２．課題 

・駅北口の商店街の基盤整備と機能育成、都道 234（旧市役所通り）整備と連動した沿道商業

機能の再生、駅周辺整備と連動した適正な建築物と景観誘導、良好な歩行者空間の創出。 

・鉄道により分断されている東西の連絡性強化。 

・駅西口の都市計画道路東３・４・19（小金井久留米線）の北側に立地する都市型の住宅地や

業務地における住宅地の環境改善。 

・駅周辺における駐輪場不足や放置自転車への対応、また自転車利用者のマナー向上。 

・都道 234（旧市役所通り）や土地区画整理事業が実施されていない地区の、主要生活道路や

生活道路における、歩行者や自転車利用者の安全性の確保。 

・駅周辺における、駐車場の適正な整備。 
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３．まちづくりの方針 

（１）将来像とまちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）拠点・土地利用・道路等の配置の方針 

・東久留米駅周辺を大きく取り囲むように生活・文化の交流ゾーンを配置する。 

・南沢湧水と竹林公園を中心とした周辺部一帯に水とみどりを守るゾーンを配置する。また、

黒目川と落合川を、水とみどりの軸とする。 

・土地利用は、東久留米駅を中心に中心商業業務地と近隣商業地を配置し、その外周部に都市

型住宅地・業務地や低層住宅地を配置する。 

・幹線系の道路は、市内各地から東久留米駅へのアクセス性向上と、東久留米駅の交通結節性

向上をめざすこととし、東久留米駅及び東西の駅前広場を基点として、西方向に都市計画道

路東 3・4・19（小金井久留米線）、東方向に同東 3・4・20（東久留米神山線）を配置す

るとともに、同東 3・4・13（練馬東村山線）を南北方向に配置し、市役所前で同東 3・4・

19（小金井久留米線）に接続する。 

 

まちづくりの目標 

将来像 

東久留米の中心として様々な人々が集い行きかう 

にぎわいあるまち 

●東久留米駅周辺を市の中心商業核とし、商業・サービスなど

様々な機能を併せ持つ、にぎわいと活力のあるまち 

●駅から東西にのびる幹線道路沿道の良好なまちなみ景観が

形成され、ふれあいとにぎわいのあるまち 
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駅周辺地域のまちづくり方針図 
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（３）土地利用の育成・誘導方針 

１）地区の土地利用 

東本町地区、新川町一丁目地区、本町地区 

・東久留米駅周辺からまろにえホール（生涯学習センター）周辺一帯を東久留米市の中心商業

核とし、鉄道駅を有するという交通利便性を活かし、商業・サービス施設や行政施設、交流・

文化施設など様々な機能を併せ持つ、にぎわいと活力のある生活・文化の交流ゾーンとして

育成する。 

・このうち、東久留米駅周辺は、商業機能の受け皿づくりや商業活動を支える道路整備を進め、

商業環境の整備と商業機能の育成を図る。特に駅北口地区については、重点的に取り組む。 

・なお、生活・文化の交流ゾーンの後背には、低層住宅地が隣接して広がるため、隣接する部

分の土地利用のあり方について検討する。 

２）幹線道路沿いの土地利用 

・駅付近を除く都道 234（旧市役所通り）及び都市計画道路東 3・4・19（小金井久留米線）

沿道は近隣商業地とし、生活利便に係るサービス・商業施設を誘導する。また、同東 3・4・

20（東久留米駅神山線）を含め、沿道の景観誘導を行うとともに、にぎわいと活力を誘導す

る道路軸として育成する。 

３）身近な生活交流拠点 

・地域コミュニティや日常生活を支える機能として、コミュニティホール東本町などのコミュ

ニティ施設や、大円寺通り沿道、門前大橋通り沿道を始めとする近隣型の商店の集積地、小

学校などを身近な生活交流拠点として位置づけ、その維持・強化に努める。 

（４）道路・交通の方針 

・都市計画道路東 3・4・13（練馬東村山線）のうち優先的に整備すべき区間に位置づけられ

ている、市役所から南部地域の都市計画道路東３・４・18（新小金井久留米線）までの区間

の整備促進を図る。 

・主要生活道路や生活道路については、歩行者や自転車利用者の交通安全性を確保するための

自動車交通対策を進めるとともに、地域住民や関係者の理解を得ながらボトルネック箇所の

解消などを進め、消防活動が円滑に行えるよう整備する。 

・駅周辺における駐輪場の安定確保に向けた検討を行う。 

・東久留米駅から黒目川や落合川にいたる歩行系ネットワークの形成について、まちのイメー

ジアップの視点を踏まえ検討する。 
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４．重点的に取り組むべき課題と取り組み方針 

（１）重点課題と取り組み方針～その１ 

東久留米駅周辺の中心商業核としての拠点性の強化 

・市内唯一の鉄道駅である東久留米駅を中心とする駅周辺は、土地区画整理事業や街路事業に

より東西の駅前広場が整備され、さらに駅北口改札閉鎖に伴い連絡通路も整備されました。

これらの都市基盤を有効に活用し、駅を中心とした周辺地域が一体となった商業核の強化が

必要です。 

・このため、駅西口地区および東口地区については、地区計画制度により東久留米市の中心商

業核にふさわしい魅力ある商業・サービス施設や、業務施設の誘導を図ります。 

・駅北口地区は、共同建替え（※１）や協調建替え（※２）による建物の更新を誘導し、低層階への

商業・サービス施設の立地を促進するとともに、沿道のにぎわいをもたらし商業活動が活性

化するよう、歩行者や自転車利用者を重視した道路空間の形成について検討を行います。 

（※１）複数の土地権利者が敷地を共同化して建築物を建替えること。 

（※２）建物の高さを揃え、また敷地境界から壁面を一定距離後退させるなど、より良い環境を育成するた

めのルールを作り、それに沿って個別の敷地単位で建築物の建替えを行うこと。 

（２）重点課題と取り組み方針～その２ 

都市計画道路東３・４・19（小金井久留米線）、同東３・４・20（東久留米駅神山線）の

沿道の景観誘導とにぎわい活力の育成 

・東久留米駅から東西にのびる両都市計画道路の沿道は、地区計画などによる壁面後退や意匠

の制限により、良好なまちなみ景観を誘導します。 

・壁面後退部分は、歩道状整備を進め快適な歩行空間を確保し、ふれあいとにぎわいのあるプ

ロムナードを形成します。 

（３）重点課題と取り組み方針～その３ 

駐輪場・駐車場の整備 

・東久留米駅周辺の市営の自転車等駐車場は、全て借地であり、安定的な供給を図る必要があ

ることから、道路上の利用や、民間事業者による運営のための支援、鉄道事業者等との役割

分担など、自転車等駐車場の安定的な確保に向けて検討を行います。 

・駐車場は、民間活力により、商業施設の併設駐車場や時間貸屋外駐車場などが整備されてい

ます。今後の東久留米駅周辺の商業施設利用者などの駐車場需要の動向に注視し、整備のあ

り方について検討を行います。 
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第４節 北部地域 

１．概況 

（１）位置・人口・面積・地形 

・市の中央北側に位置し、清瀬

市、新座市、東村山市に接す

る。 

・人口は約 19,000 人（全市の

16.5％）、うち 65 歳以上人

口は、17.4％を占める。〔平

成 17 年国勢調査〕 

・面積は 226ha（全市の

17.5%） 

・地域中央を黒目川が流れている。黒目川北側に段丘崖を境に大きな高低差がある。 

（２）駅圏域・中学校区域 

・東久留米駅から 400ｍ～3,100ｍにある。このうち小山一～五丁目、野火止一～三丁目は

清瀬駅から 500ｍ～1,900ｍにあり、日常利用する主な最寄り駅は、東久留米駅と清瀬駅

である。 

・おおむね久留米中学校区域である。 

（３）地域の概況 

・幸町一丁目、下里七丁目、野火止二・三丁目、八幡町一丁目に共同住宅が立地。その他は低

層戸建て住宅地が中心。 

・野火止一丁目と八幡町一丁目は、まとまった工場用地があるが、高層マンションや商業施設

なども立地。 

・生活道路の整備水準が低い地区がある。 

・松山３丁目交差点において、交差点改良事業が進行中。 

・地域北側の隣接市との境界部を野火止用水が、中央部には黒目川が流れ、また高台には遺跡

公園などの公園や緑地、農地が多く、自然環境に恵まれた地域。 

・東久留米総合高校、久留米西高校、久留米特別支援学校などの文教施設が、地域中央にまと

まって立地。 

・地域住民に身近な公共施設として、野火止地区センターが立地。 

・地域内の小金井街道には清瀬駅・花小金井駅方面へのバスが運行され、また東久留米駅から

都市計画道路東３・４・12（田無久留米線）、同東３・４・21（小平久留米線）を通り花

小金井駅方面に向かうバスが運行されている。 
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２．課題 

・まとまった工場用地の生産環境の維持・増進と周辺環境との調和。 

・集会施設の不足。 

・小金井街道や都道 234（旧市役所通り）における、歩行者や自転車利用者の安全性の確保。 

・生活道路である小山通りなどを始め、主要生活道路や生活道路における、歩行者や自転車利

用者の安全性の確保。 

・主に小山地区においてバスサービスの充実。 

・小山緑地保全地域の西側に多く広がる農地の保全、農業環境に調和した低層住宅地の育成。 

・野火止用水や黒目川などについて、環境の維持・管理上の問題。 

・緑地の保全・活用。黒目川の親水化と利用・活用の工夫、野火止用水の環境保全や出水川の

親水機能復活の検討。これらの資源を結ぶ歩行系ネットワーク。 
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３．まちづくりの方針 

（１）将来像とまちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）拠点・土地利用・道路等の配置の方針 

・主な拠点として、野火止一丁目周辺のまとまった工場用地に産業拠点、３本の幹線道路が交

差する久留米中学校の南側周辺に身近な生活交流拠点、小山緑地保全地域や野火止歴史環境

保全地域周辺にあるまとまったみどりに、水とみどりの拠点を配置する。 

・小山緑地保全地域から西側一帯の農地の多い低層住宅地を中心に、水とみどりを守るゾーン

を配置する。また、黒目川と出水川と野火止用水を、水とみどりの軸とする。 

・土地利用は、低層住宅地を基本とし、野火止一丁目と八幡町一丁目周辺に工業地・流通業務

地を配置する。また、下里住宅を始めとする住宅団地に一団の中高層住宅地を配置する。 

・幹線系の道路は、主として東久留米駅や、清瀬市、新座市方面へのアクセス性向上をめざす

こととし、南北方向に、都市計画道路東 3・4・7（新小金井街道）、小金井街道及び同東 3・

4・12（田無久留米線）、同東 3・4・13（練馬東村山線）を配置するとともに、東西方向

に、同東 3・4・21（小平久留米線）を配置し、格子状の道路網とする。 

 

まちづくりの目標 

将来像 

まとまった林や歴史、文教資源にとけ込む良好な住宅地と、 

活力ある生産環境が調和するまち 

●黒目川、野火止用水の水辺環境、小山緑地保全地域や野

火止歴史環境保全地域などの豊かなみどりにつつまれた、

良好な住宅地が形成され、うるおいとやすらぎのあるまち 

●都市計画道路東３・４・２１（小平久留米線）や黒目川沿いに

広がる工場や商業・業務、文教施設群が、地域に活力をもた

らすまち 
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北部地域のまちづくり方針図 
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（３）土地利用の育成・誘導方針 

１）地区の土地利用 

小山地区、幸町地区 

・小山緑地保全地域周辺を、みどりを守るゾーンとして保全を検討するとともに、みどり環境

と調和し、黒目川や野火止用水の水辺環境を活かした低層住宅地として、良好な住環境を形

成する。このうち、農地が点在する小山二・三・四丁目、幸町四丁目は、農業環境と調和し

た低層住宅地の形成を誘導する。 

・幸町一丁目アパートは、周辺の環境と調和を図った一団の中高層住宅地として、良好な住環

境を維持する。 

下里一・七丁目地区、野火止地区、八幡町一丁目地区 

・黒目川や野火止用水、出水川の水辺環境を活かした低層住宅地として、良好な住環境を形成

する。このうち、農地が点在する下里一・七丁目周辺は、農業環境と調和した低層住宅地の

形成を誘導する。また、公社久留米下里住宅や八幡町一丁目アパート等は、周辺の環境と調

和を図った一団の中高層住宅地として、良好な住環境を維持する。 

・野火止一丁目と八幡町一丁目を中心とした工業地及びその周辺は、今後とも工業系の土地利

用を優先しながら、周辺の住宅地と調和した環境づくりを誘導する。 

２）幹線道路沿道の土地利用 

・都道 234（旧市役所通り）の沿道は近隣商業地とし、生活利便に係るサービス・商業施設を

誘導する。 

・都市計画道路東 3・4・７（新小金井街道）沿道、同東 3・4・21（小平久留米線）の幸町

五丁目周辺と降馬通りとの交差部以西の沿道、同東 3・4・13（練馬東村山線）沿道、小金

井街道沿道、及び所沢街道沿道は、都市型住宅地・業務地とし、広域的な活力のある都市活

動を支える複合的な土地利用を誘導する。 

３）身近な生活交流拠点 

・地域コミュニティや日常生活を支える機能として、野火止地区センターなどのコミュニティ

施設や、幸町五丁目周辺を始めとする近隣型の商店の集積地、小中学校などを身近な生活拠

点として位置づけ、その維持・強化に努める。 
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（４）道路・交通の方針 

・都市計画道路東３・４・７（府中清瀬線）と小金井街道と水道道路により、五叉路となって

いる松山三丁目交差点において、交通渋滞を解消するために、交差点の改良事業の整備促進

を図る。 

・都市計画道路東 3・4・21（小平久留米線）のうち、小山緑地保全地域周辺の一部区間を、

環境を守ることを前提とする区間とし、小山一丁目周辺地区にあるまとまった緑地の自然環

境を踏まえ、整備のあり方を検討する。 

・主要生活道路や生活道路については、歩行者や自転車利用者の交通安全性を確保するための

自動車交通対策を進めるとともに、地域住民や関係者の理解を得ながらボトルネック箇所の

解消などを進め、消防活動が円滑に行えるよう整備する。 
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４．重点的に取り組むべき課題と取り組み方針 

（１）重点課題と取り組み方針～その１ 

農業環境と調和した低層住宅地の誘導 

・北部地域は、一部に工場が立地していますが、地域全体では、低層住宅地の中に農地が多く

残っており、双方の調和が必要です。このため、まとまった農地は、生産緑地の指定を通じ

て保全を図るとともに、農業経営への支援や、市民農園・体験型農園としての活用、地産地

消の推進など、農業環境の維持・保全を進めます。 

・宅地開発事業等により、農地から宅地に転用が図られる場合は、開発区域内に公園や緑地を

確保するとともに、宅地内緑化を進めます。加えて、大規模開発事業等による、まとまった

みどりの喪失に対応するため、地区計画や特別緑地保全地区の指定などにより、開発に伴う

みどりの保全と創出のルールについて検討を行います。 

（２）重点課題と取り組み方針～その２ 

主要生活道路や生活道路の改善整備 

・北部地域は、旧住宅地と新興住宅地が混在している地区が多く、行き止り道路や狭あい道路

が多くあります。また、小山地区などは、地区内を通過する自動車交通や地域内から発生す

る自動車交通を処理する基幹的な道路整備が十分ではない状況にあります。 

・このため、小山地区と周辺地域との連絡道路や災害時の緊急輸送道路を中心にボトルネック

個所の解消を進めます。あわせて、歩行者や自転車利用者の交通安全対策も進めます。 

（３）重点課題と取り組み方針～その３ 

黒目川、野火止用水および、出水川の水辺環境の整備と、まとまったみどり環境の維持・保

全 

・黒目川に沿った遊歩道や、野火止用水の水辺と周辺の歴史環境保全地域の適正な維持管理に

より、良好な水辺環境を維持・保全します。出水川の蓋かけ部分は、歩行者通路としての機

能を踏まえつつ、親水機能の復活について検討を行います。 

・小山台遺跡公園や小山緑地保全地域および、この北側に広がる農地を、みどりを守るゾーン

とし、まとまったみどりの保全について検討を行います。ゾーン内の農地は、生産緑地の指

定を通じ保全を図るとともに、農業経営への支援や、市民農園・体験型農園としての活用、

地産地消の推進など、農業環境の維持・保全を進めます。また、屋敷林や社寺林など豊かな

みどりの保全について検討を行います。 

・なお、小山緑地保全地域を横切る形で計画されている、都市計画道路東 3・4・21（小平久

留米線）の整備にあたっては、周辺の自然環境を踏まえた整備のあり方について検討を

行います。 
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第５節 中央部地域 

１．概況 

（１）位置・人口・面積・地形 

・市の中央に位置し、都立六仙

公園を擁する。 

・人口は約 14,000 人（全市の

12.2％）、うち 65 歳以上人

口は、19.1％を占める。〔平

成 17 年国勢調査〕 

・面積は 183ha（全市の

14.2%） 

・地域中央を落合川が流れてい

る。おおむね平坦な地形であ

る。 

（２）駅圏域・中学校区域 

・東久留米駅から 600ｍ～2,600ｍにある。このうち前沢一・二丁目は花小金井駅から 1.800

ｍ～2,400ｍにあり、日常利用する主な最寄り駅は、東久留米駅である。 

・おおむね中央中学校区域である。 

（３）地域の概況 

・中央町一・二丁目、前沢二丁目、八幡町二丁目に共同住宅が立地。その他は低層戸建て住宅

が中心。 

・主要な公共施設として、まろにえホール、中央図書館が立地。 

・都市計画道路東３・４・19（小金井久留米線）が整備中。 

・地域中央を、自転車・歩行者用道路が整備された落合川が流れている。 

・中央町三丁目に都立六仙公園があり、整備が進行中。 

・地域住民に身近な公共施設として、中央町地区センターや八幡町地区センターが立地。 
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２．課題 

・小金井街道や所沢街道および、主要生活道路や生活道路における、歩行者や自転車利用者の

安全性の確保。 

・歩行系ネットワークを形成するため所沢街道と神明通りにおける、一部歩道がない区間への

対応。 

・落合川の水辺空間と湧水の良好な維持・保全と、市の貴重な資源としての活用に向けての取

り組み。 

・都立六仙公園を中心とした豊かなみどり環境の創出と、周辺の農業環境と調和した住宅地の

整備。 
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３．まちづくりの方針 

（１）将来像とまちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）拠点・土地利用・道路等の配置の方針 

・まろにえホール（生涯学習センター）を中心に、都道 234（旧市役所通り）と都市計画道路

東 3・4・19（小金井久留米線）を大きく取り囲み、東久留米駅周辺方向に展開するように

生活・文化の交流ゾーンを配置する。 

・都立六仙公園を、水とみどりの拠点とする。また、落合川を水とみどりの軸とする。 

・土地利用は、低層住宅地を基本とし、都市計画道路東 3・4・19（小金井久留米線）沿道や、

都道 234（旧市役所通り）沿道に、近隣商業地および都市型住宅地・業務地を配置する。ま

た、中央町二丁目アパートを始めとする住宅団地に一団の中高層住宅地を配置する。 

・幹線系道路は、東久留米駅や都立六仙公園へのアクセス性向上をめざすこととし、都市計画

道路東 3・4・19（小金井久留米線）と小金井街道を地域の中央に配置し、これと交差する

ように同東 3・4・12（田無久留米線）、同東 3・4・11（新所沢街道）を配置するととも

に、神明通りと六仙通りを都立六仙公園への主要なアクセス道路として配置する。 

 

まちづくりの目標 

将来像 

豊かな公園緑地と清流に育まれた文化の薫るまち 

●落合川の水辺環境や豊かなみどりと、防災拠点として機能する

都立六仙公園を抱いた、良好な住宅地が形成され、うるおいと

やすらぎのあるまち 

●まろにえ富士見通りの良好なまちなみの中、中央図書館や

まろにえホールなどを中心とした、文化が息づく交流とにぎ

わいのあるまち 
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中央部地域のまちづくり方針図 
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（３）土地利用の育成・誘導方針 

１）地区の土地利用 

中央町地区、八幡町二・三丁目地区 

・水とみどりの拠点として、また防災拠点としての機能が期待される都立六仙公園の整備を促

進するとともに、みどり豊かな環境と調和し、落合川の水辺環境を活かした低層住宅地とし

て、良好な住環境を形成する。このうち、農地が点在する中央町三・五丁目、八幡町三丁目

は、農業環境と調和した低層住宅地の形成を誘導する。 

・八幡町第一アパート、八幡町第二アパート、中央町一丁目アパートや中央町二丁目アパート

は、周辺の環境と調和を図った一団の中高層住宅地として、良好な住環境を維持し、その建

替えにあたっては、地域の環境と調和し、さらに環境向上にも寄与し得るよう整備を図る。 

・まろにえホール（生涯学習センター）周辺から東久留米駅周辺に至る一帯は、東久留米市の

中心商業核とし、鉄道駅を有するという交通利便性を活かし、商業・サービス施設、行政施

設、交流・文化施設など様々な機能を併せ持つ、にぎわいと活力のある生活・文化の交流ゾ

ーンとして育成する。 

前沢一・二丁目地区 

・都市計画道路東３・４・11（新所沢街道）や小金井街道、所沢街道の交通利便性を活かした

低層住宅地として、良好な住環境を形成する。このうち、農地が点在する前沢一丁目周辺は、

農業環境と調和した低層住宅地の形成を誘導する。また、前沢二丁目アパートは、周辺の環

境と調和を図った一団の中高層住宅地として、良好な住環境を維持する。 

２）幹線道路沿道の土地利用 

・都道 234（旧市役所通り）及び都市計画道路東 3・4・19（小金井久留米線）の中央町一

丁目とまろにえホール（生涯学習センター）付近の沿道は近隣商業地とし、生活利便に係る

サービス・商業施設を誘導する。 

・都市計画道路東 3・4・19（小金井久留米線）の近隣商業地以外の沿道、同東 3・4・12

（田無久留米線）沿道、同東 3・4・11（新所沢街道）沿道、小金井街道沿道、都道 234

（旧市役所通り）の近隣商業地以外の沿道、及び所沢街道沿道は、都市型住宅地・業務地と

し、広域的な活力のある都市活動を支える複合的な土地利用を誘導する。 

３）身近な生活交流拠点 

・地域コミュニティや日常生活を支える機能として、中央町地区センターや八幡町地区センタ

ーなどのコミュニティ施設や近隣型の商店の集積地、小中学校などを身近な生活交流拠点と

して位置づけ、その維持・強化に努める。 
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（４）道路・交通の方針 

・都市計画道路東 3・4・19（小金井久留米線）の全線開通を図る。 

・神明通りの都市計画道路東３・４・19（小金井久留米線）から都立六仙公園に至る区間や、

所沢街道について歩行者・自転車環境の改善・整備を進める。 

・主要生活道路や生活道路については、歩行者や自転車利用者の交通安全性を確保するための

自動車交通対策を進めるとともに、地域住民や関係者の理解を得ながらボトルネック箇所の

解消などを進め、消防活動が円滑に行えるよう整備する。 

・都立六仙公園と南沢湧水を結ぶ歩行系ネットワークの整備について検討する。 

４．重点的に取り組むべき課題と取り組み方針 

（１）重点課題と取り組み方針～その１ 

小金井街道や所沢街道などにおける、歩行者・自転車利用者の安全性の確保 

・小金井街道（主要地方道１５号府中清瀬線）や所沢街道（主要地方道４号東京所沢線）は、

自動車交通を処理する幹線及び補助幹線道路ですが、中央部地域において歩道がない、また

は狭い区間が多く、歩行者や自転車利用者の安全性を確保することが必要です。このため、

これらの区間の歩道拡幅整備を促進します。 

（２）重点課題と取り組み方針～その２ 

都立六仙公園の整備拡充および、周辺の道路整備 

・都立六仙公園は、市の中央部に位置する計画面積 15ha の大規模な都市計画公園であり、東

久留米市の特性を踏まえた自然豊かで、防災機能を併せ持つ公園として整備が進められてい

ます。 

・整備にあわせ、公園東側の南沢湧水と歩行者軸でネットワークするなどの検討を行い、東久

留米市の象徴である豊かな水とみどりの一体的な環境空間を形成します。また、公園への主

要なアクセス道路である神明通りや六仙通りの拡幅整備を行い、歩行者や自転車利用者の環

境を整えます。 

（３）重点課題と取り組み方針～その３ 

都市計画道路東３・４・19（小金井久留米線）の整備および、沿道の適正な土地利用の誘

導 

・都市計画道路東３・４・19（小金井久留米線）は、市の中央を東西に貫き、東久留米市の中

心商業核である東久留米駅西口地区に至る主要な幹線道路であり、東久留米駅西口の富士見

テラスから富士山を望む景観が、関東の富士見百景に選定されており、この眺望線上に位置

しています。 

・このため、早期開通に向け引き続き整備を進めるとともに、沿道の電線地中化や地区計画に

よる建築物の高さ制限を行い、快適な歩行空間と良好なまちなみ景観の形成を図ります。ま

た、沿道のまろにえホール（生涯学習センター）や中央図書館などの文化施設の立地特性を

踏まえつつ、駅前から続くにぎわいと活力ある沿道の土地利用を誘導します。 
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第６節 南部地域 

１．概況 

（１）位置・人口・面積・地形 

・市の中央南側に位置し、西東

京市、小平市に接する。 

・人口は約 16,100 人（全市の

14.0％）、うち 65 歳以上人

口は、18.4％を占める。〔平

成 17 年国勢調査〕 

・面積は 233ha（全市の

18.0%） 

・落合川、立野川付近の一部は

傾斜地となっているが、全体的にはおおむね平坦な地形である。 

（２）駅圏域・中学校区域 

・東久留米駅から 400ｍ～3,200ｍにある。このうち学園町一・二丁目、ひばりが丘団地は

ひばりヶ丘駅から 400ｍ～1,400ｍ。また南町一～四丁目は花小金井駅から 1,000ｍ～

2,300ｍにあり、日常利用する主な最寄り駅は、ひばりケ丘駅と東久留米駅に分かれる。 

・おおむね南中学校区域である。  

（３）地域の概況 

・ひばりが丘団地の建替えが進行中であり、一部戸建住宅として再生が進められている。 

・自由学園が地域東側にあり、ひばりが丘団地や南町一丁目に共同住宅が立地しており建替え

が進行中。また南沢五丁目の企業のグラウンド用地において大規模な商業施設が計画。その

他は住宅地として利用され、このうち学園町は基盤の整った敷地規模の大きな住宅地が多い。 

・都市計画道路東 3・4・11（新所沢街道）、都市計画道路東３・４・18（新小金井久留米

線）の一部（新青梅街道～五小通り区間）が事業中。 

・南沢通りが市外との通過交通を担う道路となっているが、整備水準が低い。 

・地域内のひばりが丘団地を経由し、隣接する西東京市のひばりヶ丘駅方面と田無駅方面を結

ぶバス便が運行している。 

・地域北側を、自転車・歩行者用道路や親水広場が整備された落合川が流れている。 

・地域内には緑地保全地域の指定や、まとまった緑地や農地があるなど、多くのみどりが残さ

れている。 

・主要な公共施設として、南部地域センターが立地。 

・地域住民に身近な公共施設として、南町地区センターが立地。 
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２．課題 

・企業のグラウンド用地跡地の近隣商業地として誘導と、これに伴う周辺環境の整備。 

・ひばりが丘団地の適正な建替え誘導。 

・自由学園の環境保全と、周辺住宅地の良好な住環境の維持保全。 

・農地の保全と、農業環境に調和した低層戸建て住宅地の育成。 

・竹林公園や南沢湧水を横切る都市計画道路の整備にあたっては、その環境を保全。 

・歩行系のネットワークを確保するため南沢通りにおける、一部歩道がない区間への対応。 

・所沢街道や南沢通り、五小通り、南町通りなど、主要生活道路や生活道路における、歩行者

や自転車利用者の安全性の確保。 

・主に南沢・南町においてバスサービスの充実。 

・落合川の水辺空間と湧水地、竹林公園を良好に維持・保全。 
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３．まちづくりの方針 

（１）将来像とまちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）拠点・土地利用・道路等の配置の方針 

・主な拠点として、南沢五丁目周辺に活力拠点、南部地域センターを中心に生活拠点、南町三

丁目周辺のまとまった工場用地に産業拠点、南沢三丁目や南町三丁目にあるまとまったみど

りに、水とみどりの拠点を配置する。 

・南沢湧水と竹林公園を中心とした周辺部、南町緑地保全地域から東側一帯に水とみどりを守

るゾーンを配置する。また、落合川と立野川を、水とみどりの軸とする。 

・土地利用は、低層住宅地を基本とし、南沢五丁目周辺に近隣商業地、南町三丁目周辺に工業

地・流通業務地と住工共存市街地を配置する。 

・幹線系の道路は、主として東久留米駅や西東京市方面へのアクセス性向上をめざすこととし、

都市計画道路東 3・4・18（新小金井久留米線）を、地域中央を南北方向に配置するととも

に、東西方向に、同東 3・4・13（練馬東村山線）、同東 3・4・12（田無久留米線）、同

東 3・4・11（新所沢街道）、東 3・4・4（新青梅街道線）を配置し、格子状の道路網と

する。 

 

まちづくりの目標 

将来像 

みどり豊かな住まい環境があり、 

川と親しむ多くの人で交流の輪が広がるまち 

●落合川や立野川の水辺環境や自由学園の豊かなみどり、地域

内に広がる農地など、豊かなみどりにつつまれた良好な低層

住宅地が形成され、人々が交流するまち 

●南沢五丁目地区の活力拠点整備による、にぎわいと活力のあ

るまち 

●南沢湧水や竹林公園内の湧水など、貴重な自然環境を守り育

てるまち 
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南部地域のまちづくり方針図 
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（３）土地利用の育成・誘導方針 

１）地区の土地利用 

学園町地区、南沢地区 

・落合川や立野川の水辺環境を活かした低層住宅地として、良好な住環境を形成する。また、

南沢湧水と竹林公園を中心に広がる、まとまったみどりは、みどりを守るゾーンとして保全

を検討するとともに、その周辺の農地が点在する南沢一～四丁目は、農業環境と調和した低

層住宅地の形成を誘導する。 

・南沢五丁目の企業のグラウンド用地は近隣商業地とし、周辺の住環境と調和を図りつつ、地

域の交流空間や医療、育児機能など様々な機能を併せ持つ商業施設の誘導を進める。 

ひばりが丘団地地区 

・建替えが進行中の本地区は、地域の環境と調和し、さらに環境向上にも寄与し得る整備を図

る。 

・東久留米市の中部圏域の生活拠点として、南部地域センターなどの公共施設を始め、商業施

設など生活利便施設の機能整備を図る。 

南町地区 

・本地区は、農地が点在する南町一～四丁目周辺を中心に、農業環境と調和した低層住宅地の

形成を誘導する。 

・南町三丁目の工業地は、今後とも工業系の土地利用を優先しながら、周辺の住宅地と調和し

た環境づくりを誘導する。このうち、住宅と小規模な工場が混在している地区は住工共存市

街地とし、住環境を悪化させる工場の立地制限などを行う。 

・南町一丁目アパートは、建替えにあたっては地域の環境と調和し、さらに環境向上にも寄与

し得る団地として整備を図る。 

・南町緑地保全地域から東側一帯は、みどりを守るゾーンとして保全を検討する。 

２）幹線道路沿道の土地利用 

・都市計画道路東 3・4・4（新青梅街道）沿道、同東 3・4・18（新小金井久留米線）沿道、

同東 3・4・11（新所沢街道）沿道、所沢街道沿道は、都市型住宅地・業務地とし、広域的

な活力のある都市活動を支える複合的な土地利用を誘導する。 

３）身近な生活交流拠点 

・地域コミュニティや日常生活の一部を支える機能として、南町地区センターなどのコミュニ

ティ施設や近隣型の商店の集積地、小中学校などを身近な生活交流拠点と位置づけ、その維

持・強化に努める。 
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（４）道路・交通の方針 

・都市計画道路東 3・4・11（新所沢街道）のうち、同東 3・4・18（新小金井久留米線）と

の交差部より東側の未整備区間の事業を進める。 

・都市計画道路東 3・4・18（新小金井久留米線）のうち、五小通り以南の一部区間の事業を

進める。また、優先的に整備すべき区間に位置づけられている、五小通りから同東 3・4・

13（練馬東村山線）との交差部までの区間の整備促進を図る。 

・都市計画道路東 3・4・13（練馬東村山線）のうち優先的に整備すべき区間に位置づけられ

ている、同東 3・4・18（新小金井久留米線）との交差部から、駅周辺地域の市役所までの

区間の整備促進を図る。 

・都市計画道路東 3・4・12（田無久留米線）のうち、南沢緑地保全地域周辺の一部区間を、

環境を守ることを前提とする区間とし、南沢湧水の環境を守ることのできる整備のあり方を

検討し、それにあわせて整備を行う。 

・同様に、都市計画道路東 3・4・18（新小金井久留米線）のうち、竹林公園周辺の一部区間

を、環境を守ることを前提とする区間とし、竹林公園の環境を守ることのできる整備のあり

方を検討し、それにあわせて整備を行う。 

・所沢街道や南沢通りの歩行者・自転車環境の改善・整備を進める。 

・南沢五丁目周辺の道路整備を進める。 

・主要生活道路や生活道路については、歩行者や自転車利用者の交通安全性を確保するための

自動車交通対策を進めるとともに、地域住民や関係者の理解を得ながらボトルネック箇所の

解消などを進め、消防活動が円滑に行えるよう整備する。 
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４．重点的に取り組むべき課題と取り組み方針 

（１）重点課題と取り組み方針～その１ 

南沢五丁目地区における商業施設誘導に伴う、道路環境を始めとする周辺環境の整備 

・南沢五丁目地区における商業施設立地を支える道路交通ネットワークを形成するため、整備

中の幹線道路である都市計画道路東３・４・18（新小金井久留米線）や、同東３・４・11

（新所沢街道）の早期開通に向け、整備促進を図ります。また、東３・４・18（新小金井久

留米線）の五小通りから都市計画道路東３・４・１３（練馬東村山線）に至る区間の整備を

促進します。 

・所沢街道や南沢通りなどの補助幹線道路は、歩行者や自転車利用者の安全性を確保するため、

拡幅整備を進めます。 

・五小通りは、地区計画区域内の拡幅整備を進めるとともに、歩行者や自転車利用者の安全性

を確保するため、全線の拡幅整備に向けた検討を行います。 

・商業施設のうち、周辺の住宅地や文教施設に面する部分に公園や緑地を配置し、周辺環境の

保全を図ります。 

（２）重点課題と取り組み方針～その２ 

自由学園とその周辺住宅地の環境の維持保全 

・南部地域の東側に位置する自由学園内には東京都選定の歴史的建築物があり、敷地内には、

豊かなみどりがあります。また、周辺住宅地にもみどりが多く、区画道路も整備された良好

な住宅地が形成されています。しかしながら、建築物の更新に伴い、敷地の細分化やみどり

の減少が進んでおり、その対応が求められています。 

・このため、良好な住環境の維持と保全を進めるべく、地区計画など地域のルールづくりに向

けた検討を行います。 

（３）重点課題と取り組み方針～その３ 

落合川の水辺空間や、湧水地、竹林公園、緑地保全地域などを含む、みどりを守るゾーンに

ついて、維持・保全と地域資源を活かしたまちづくり 

・南沢１・３丁目周辺地区には、親水化が図られている落合川や、その水源の１つである

南沢湧水、南沢緑地保全地域、竹林公園と公園内の湧水、さらに周辺に広がる農地など、

東久留米市の象徴である豊かな水とみどり環境が形成されています。 

・このため、この環境を維持・保全するとともに、東久留米市の貴重な資源の一つとして、市

内外に広くアピールし、水とみどりに親しむ人を増やし、まちのイメージアップを図ります。 

・なお、みどりを守るゾーン内の幹線道路の整備にあたっては、周辺の水とみどり環境や

農業環境と調和した、道路整備や沿道環境のあり方について検討を行います。このうち、

南沢湧水と竹林公園を横断する形で計画されている都市計画道路については、その環境

を守ることのできる整備のあり方が明らかになるまで、当該箇所の整備を留保します。 
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第７節 西部地域 

１．概況 

（１）位置・人口・面積・地形 

・市の西部南側に位置し、小平

市に接する。 

・人口は約 18,600 人（全市の

16.2％）、うち 65 歳以上人

口は、21.4％を占める。〔平

成 17 年国勢調査〕 

・面積は 168ha（全市の

13.0%） 

・地域の東側と南側の一部を除

く全域で、土地区画整理事業

が実施されている。平坦な地形である。 

（２）駅圏域・中学校区域 

・東久留米駅から 2,300ｍ～4,100ｍにある。このうち弥生一・二丁目、前沢三～五丁目は

花小金井駅から 900ｍ～2,300ｍ。また滝山一～七丁目は小平駅から 1,300ｍ～2,400ｍ

にあり、日常利用する主な最寄り駅は、花小金井駅である。 

・おおむね西中学校区域である。 

（３）地域の概況 

・滝山二・三・六丁目に共同住宅が立地。 

・地域東側には、まとまった工場用地や住工混在地があり、住工混在地では、住宅系への土地

利用転換がみられる。また、まとまった工場用地に隣接してまとまった緑地がある。 

・地域の大半が計画的に住宅・商業地が整備された地区であり、大規模な公園や遊歩道があわ

せて整備されている。 

・滝山団地と東久留米駅や武蔵小金井駅方面を結ぶバス路線が運行されている。 

・主要な公共施設として、西部地域センター、わくわく健康プラザが立地。 
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２．課題 

・滝山団地のセンター地区を始め、既存商店街などの拠点性の維持と活性化。 

・共同住宅の管理と建替えへの対応や、戸建て住宅地の敷地細分化の防止、緑化の推進。 

・前沢三丁目のまとまった工場用地の生産環境の維持・増進と、周辺環境との調和。 

・前沢三丁目の住工混在地における、住宅と工場の環境の調和。 

・滝山五丁目と柳窪二丁目の境界に位置する南北方向の主要生活道路や、南町通りなど、土地

区画整理事業区域外の既存住宅地の主要生活道路や生活道路における、歩行者や自転車利用

者の安全性の確保。 

・団地内や遊歩道のみどりの維持・管理。 
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３．まちづくりの方針 

（１）将来像とまちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）拠点・土地利用・道路等の配置の方針 

・主な拠点として、西部地域センターとわくわく健康プラザを中心に生活拠点、前沢三丁目の

まとまった工場用地に産業拠点、また、前沢三丁目にあるまとまったみどり、滝山公園、白

山公園のそれぞれに水とみどりの拠点を配置する。 

・滝山や前沢にみられる幾条もの遊歩道や、都市計画道路東 3・4・11（新所沢街道）の滝山

七丁目の区間に水とみどりの軸を配置する。 

・土地利用は、一団の中高層住宅地と低層住宅地を基本とし、滝山団地のセンター地区に近隣

商業地、前沢三丁目の東側に工業地・流通業務地と住工共存市街地を配置する。また、幹線

系の道路沿道は都市型住宅地・業務地を配置する。 

・幹線系の道路は、東京都心部や、東村山市、小金井市、清瀬市方面、そして東久留米駅方面

へのアクセス性向上をめざすこととし、都市計画道路東 3・4・4（新青梅街道）と同東 3・

4・11（新所沢街道）を東西に配置し、また、同東 3・4・7（新小金井街道）と同東 3・4・

19（小金井街道）を南北に配置し、格子状の道路網とする。 

 

まちづくりの目標 

将来像 

笑顔が行きかう商店街と魅力的な遊歩道に支えられた、 

豊かな暮らしのあるまち 

●滝山団地のみどりや、幾条にも連なる遊歩道のみどりが適切

に管理された、みどり豊かなまち 

●滝山団地センター地区の、にぎわいのある商店街や、西部

地域センターやわくわく健康プラザを中心とした生活拠点が

形成されるなかで、子どもから高齢者まで安心して居住でき

る豊かな暮らしのあるまち 
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西部地域のまちづくり方針図 
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（３）土地利用の育成・誘導方針 

１）地区の土地利用 

前沢三丁目地区 

・みどり環境と調和した低層住宅地として、良好な住環境を形成するとともに、前沢緑地保全

地域などのまとまったみどり環境は、住宅地と隣接する工業地との緩衝緑地としての役割も

踏まえて維持保全を図る。 

・地区東側の工業地は、今後とも工業系の土地利用を優先しながら、周辺の住宅地と調和した

環境づくりを誘導する。また、住宅と小規模な工場が混在している地区は住工共存市街地と

し、住環境を悪化させる工場の立地制限などを行う。 

前沢四・五丁目地区、滝山地区、弥生地区 

・幾条にも連なる遊歩道の魅力を活かした低層住宅地として、良好な住環境を形成するととも

に、その環境を保全するため、敷地規模の細分化の防止、緑化の推進などの検討を行う。 

・滝山団地は周辺の環境と調和を図った一団の中高層住宅地として、良好な住環境の改善や、

防災機能の向上に向けた検討を行う。 

・滝山団地のセンター地区は近隣商業地とし、周辺の公共施設との連携を図りつつ、商店街の

再整備や商業・業務機能の維持、強化を図る。 

・白山公園、滝山公園やこれらに隣接する小・中学校一帯は、みどり環境とオープンスペース

としての機能を維持するとともに、スポーツ・レクリエーション機能の充実を図る。 

２）幹線道路沿道の土地利用 

・都市計画道路東 3・4・4（新青梅街道）、同東 3・4・７（新小金井街道）、同東 3・4・

19（小金井街道）、同東 3・4・5（久留米東村山線）沿道は、都市型住宅地・業務地とし、

広域的な活力のある都市活動を支える複合的な土地利用を誘導する。 

３）身近な生活交流拠点 

・地域コミュニティや日常生活を支える機能として、滝山地区センターなどのコミュニティ施

設、滝山団地センター地区を中心に立地する近隣型の商店の集積地、西中学校・第七小学校・

第九小学校などを身近な生活交流拠点として位置づけ、その維持・強化に努める。 

（４）道路・交通の方針 

・都市計画道路東３・４・１１（新所沢街道）の歩行者、自転車環境の整備改善を進める。 

・主要生活道路や生活道路については、歩行者や自転車利用者の交通安全性を確保するための

自動車交通対策を進めるとともに、地域住民や関係者の理解を得ながらボトルネック箇所の

解消などを進め、消防活動が円滑に行えるよう整備する。 

・黒目川・落合川・出水川を歩行系でネットワークできるよう、都市計画道路東 3・4・11（新

所沢街道）の一部区間について、快適な歩行空間の確保と連続的な道路緑化などを進める。 
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４．重点的に取り組むべき課題と取り組み方針 

（１）重点課題と取り組み方針～その１ 

滝山団地の良好な住環境の維持・改善および、センター地区を始め、既存商店街などの拠点

の維持と活性化 

・施設整備から 40 年が経過した滝山団地は、団地居住者の高齢化が進んでおり、高齢者が安

心して住み続けられる住環境の整備や、子育て世帯の定住促進に向けた取り組みが求められ

ています。 

・このため、団地内での高齢者・子育て支援の取り組みを進めるとともに、分譲団地の質的改

善や建替えに向けた支援のあり方について検討を行います。 

・また、滝山団地センター地区を中心とする既存商店街や西部地域センター、わくわく健康プ

ラザが立地する一帯は、東久留米市の西部圏域の生活拠点とし、それぞれの機能の維持・更

新を図り活性化を誘導するとともに、相互機能の連携による広域的な交流機能の創出を誘導

します。 

（２）重点課題と取り組み方針～その２ 

区画整理区域外の既存住宅地の生活道路の整備 

・西部地域の大半は、土地区画整理事業により生活道路などの都市基盤が整備されましたが、

これに隣接する土地区画整理事業区域外の既存住宅地の生活道路には、狭あいな道路があり

ます。 

・このため、これらの生活道路について、歩行者や自転車利用者の安全性を確保し防災性が高

まるよう、自動車交通対策を進めるとともに、ボトルネック個所の解消を進めます。 

（３）重点課題と取り組み方針～その３ 

前沢三丁目の住工混在地における、住環境と調和した工場の立地規制と誘導 

・前沢三丁目には、まとまった工場用地に隣接して住工混在地があり、住宅系への土地利用転

換がみられ、工場の生産環境と住宅地との調和が求められています。 

・このため、住環境に影響のある一定規模以上の工場の立地を制限する条例（特別工業地区建

築条例）により、工場の立地を制限していますが、当該地が準工業地域である旨を、転入者

を中心に周知し理解してもらうとともに、新たな課題に対応するための規制のあり方につい

て検討を行います。 
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第８節 北西部地域 

１．概況 

（１）位置・人口・面積・地形 

・市の西部北側に位置し、東村

山市、小平市に接する。 

・人口は約 13,700 人（全市の

11.9％）、うち 65 歳以上人

口は、14.2％を占める。〔平

成 17 年国勢調査〕 

・面積は 189ha（全市の

14.6%） 

・地域中央を黒目川が流れてい

る。おおむね平坦な地形である。 

（２）駅圏域・中学校区域 

・東久留米駅から 2,400ｍ～4,700ｍにある。このうち柳窪一～五丁目は小平駅から 500ｍ

～1,700ｍにあり、日常利用する主な最寄り駅は、東久留米駅と花小金井駅と小平駅に分か

れる。 

・おおむね下里中学校区域である。 

（３）地域の概況 

・下里四丁目で公社久留米西住宅が整備され、また、柳窪五丁目の一部では土地区画整理事業

が実施済み。その他は、生活道路の整備水準の低い低層戸建て住宅地が多い。 

・地域北側及び南側には流通業務施設用地やまとまった工場用地があり、市場、ごみ処理場や

工場等が立地。地域南側には小平市域を含めた大規模霊園があり、広域避難場所に指定され

ている。 

・地域西側の一部が市街化調整区域となっており、これを中心に、農地や屋敷林があり、また、

黒目川の源流となる湧水地を有し、武蔵野の原風景ともいうべき環境を残している。 

・黒目川の上流域の親水化事業が進行中。 

・都市計画道路東３・４・５（久留米東村山線）の一部区間が事業中。 

・地域住民に身近な公共施設として、柳泉園グランドパークが立地。 
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２．課題 

・都市の活力を高めていくために、流通業務施設用地や一団となった工場用地の生産環境の維

持・増進と周辺環境との調和。 

・農地の保全と農業環境に調和した低層戸建て住宅地の育成。 

・市街化調整区域としての適正な土地利用の維持。 

・所沢街道における、歩行者や自転車利用者の安全性の確保。 

・柳窪二丁目と滝山五丁目境界にある南北方向の主要生活道路などを始め、主要生活道路や生

活道路における、歩行者や自転車利用者の安全性の確保。 

・柳窪地区におけるバスサービスの充実。 

・黒目川の親水化と、黒目川と落合川と出水川の間を結ぶ歩行系ネットワークの整備。 

・湧水や河川環境および、周辺の緑地や農地の保全。また、歴史的な家屋の保全と、これらの

地域資源の活用 

・避難場所への避難路の確保や、避難場所の安全性の向上。 
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３．まちづくりの方針 

（１）将来像とまちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）拠点・土地利用・道路等の配置の方針 

・主な拠点として、下里五・六丁目の流通業務施設用地や、柳窪二丁目の一団となった工場用

地に産業拠点、野火止用水沿いや柳窪四・五丁目、都立小平霊園にあるまとまったみどりに

水とみどりの拠点を配置する。 

・まとまったみどりが多く残っている柳窪緑地保全地域周辺に水とみどりを守るゾーンを配置

する。また、黒目川と出水川と野火止用水に水とみどりの軸を配置する。 

・土地利用は、低層住宅地を基本とし、下里五・六丁目の都市計画道路東 3・4・11（保谷東

村山線）沿道の一部と、柳窪二丁目の工業地にそれぞれ工業地・流通業務地、久留米西住宅

を始めとする住宅団地に一団の中高層住宅地を配置する。また、柳窪の市街化調整区域を中

心に農業集落地を配置する。 

・幹線系の道路は、東久留米駅や、小平市、所沢市方面へのアクセス向上をめざすこととし、

都市計画道路東 3・4・21（小平久留米線）と同東 3・4・７（新小金井街道）を南北方向

に配置し、同東 3・4・11（新所沢街道）、同東 3・4・4（新青梅街道）および、同東３・

４・５（久留米東村山線）を東西方向に配置し、格子状の道路網とする。 

 

まちづくりの目標 

将来像 

武蔵野の原風景を守り育て、 

コミュニティの輪を次世代につなぐまち 

●まちの貴重な財産である柳窪の武蔵野らしい自然と景観を

守り育て、暮らしに新たな輪がうまれ、次世代に引きつがれ

るまち 

●地域内の工業地の生産や流通業務機能の維持保全を図り

つつ、黒目川の水辺環境や地域内に広がる農地など、豊か

なみどりにつつまれた、良好な住宅地が形成された活力とう

るおいが共生するまち 
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北西部地域のまちづくり方針図 
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（３）土地利用の育成・誘導方針 

１）地区の土地利用 

下里二～六丁目地区 

・野火止用水にあるまとまったみどり環境と調和し、黒目川や出水川の水辺環境を活かした低

層住宅地として、良好な住環境を形成する。このうち、農地が点在する地区は、農業環境と

調和した低層住宅地の形成を誘導する。また、公社久留米西住宅等は、周辺の環境と調和を

図った一団の中高層住宅地として、良好な住環境を維持する。 

・下里四～六丁目の都市計画道路東 3・4・11（新所沢街道）沿道は、今後とも工業地、流通

業務地の土地利用を優先しながら、周辺の住宅地と調和した環境づくりを誘導する。 

柳窪地区 

・柳窪二丁目の工業地は、今後とも工業系の土地利用を優先しながら、周辺の住宅地と調和し

た環境づくりを誘導する。 

・上記以外の地区はまとまったみどり環境と調和し、黒目川の水辺環境を活かした低層住宅地

として、良好な住環境を形成する。このうち、農地が点在する柳窪一・四・五丁目周辺は、

農業環境と調和した低層住宅地の形成を誘導する。また、市街化調整区域となっている農業

集落地は、農地及び緑地の保全と市街化の抑制により、その環境を保全する。 

・土地区画整理事業の実施された恩多柳窪地区は、武蔵野の原風景と調和する良好な低層戸建

て住宅の立地を進める。 

・柳窪緑地保全地域周辺を、みどりを守るゾーンとして保全を検討するとともに、ゾーンに隣

接する地区は、武蔵野の原風景と調和した市街化を誘導する。 

２）幹線道路沿道の土地利用 

・都市計画道路東 3・4・4（新青梅街道）沿道、同東 3・4・７（新小金井街道）沿道、同東

3・4・21（小平久留米線）沿道、同東 3・4・11（新所沢街道）沿道、同東 3・4・5（久

留米東村山線）沿道、及び所沢街道沿道は、都市型住宅地・業務地とし、広域的な活力のあ

る都市活動を支える複合的な土地利用を誘導する。 

３）身近な生活交流拠点 

・地域コミュニティや日常生活を支える機能として、柳泉園グランドパークなどのコミュニテ

ィ施設、新山通り沿道に立地する近隣型の商店の集積地、小中学校などを身近な生活交流拠

点として位置づけ、その維持・強化に努める。 

（４）道路・交通の方針 

・東村山市域に通じ、柳窪地区の交通改善を果たす都市計画道路東 3・4・5（久留米東村山線）

について、柳窪一、五丁目内の未整備区間の事業を進める。 

・優先整備路線（※１）に位置づけられている、小平駅に通じる都市計画道路東 3・4・21（小

平久留米線）の、同東 3・4・4（新青梅街道）との交差部から小平市境までの区間について、

小平市側の進捗とあわせた整備を図る。 
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・主要生活道路や生活道路については、歩行者や自転車利用者の交通安全性を確保するための

自動車交通対策を進めるとともに、地域住民や関係者の理解を得ながらボトルネック箇所の

解消などを進め、消防活動が円滑に行えるよう整備する。 

・道路整備にあわせた、バス路線の拡充について検討する。 

・黒目川・落合川・出水川を歩行系でネットワークできるよう、都市計画道路東 3・4・11（新

所沢街道）の、快適な歩行空間の確保と連続的な道路緑化などを進める。 

 

（※１）平成１８年～平成２７年度のおおむね１０年間で優先的に整備すべき路線の区間で、東京都の多摩

地域における都市計画道路の整備方針・第三次事業化計画に基づく。 
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４．重点的に取り組むべき課題と取り組み方針 

（１）重点課題と取り組み方針～その１ 

柳窪地区の武蔵野らしい自然と景観の育成と、これを活かした人をひきつけるまちづくり 

・柳窪地区の市街化調整区域には、国の有形文化財に登録された「村野家住宅」など、江戸時

代から明治期にかけての建造物や屋敷林などが多く残っており、東京都の「雑木林の道にお

ける屋敷林の道」にも選定されています。また、周辺には天神社の湧水を始め、柳窪緑地保

全地域などがあり、自然と文化財が一体となった東久留米市における貴重な歴史的景観資源

が残っています。 

・このため、これらの歴史的景観資源の保全と活用に向け、黒目川上流域の親水化を進めると

ともに、開発規制や景観保全に関する都市計画制度や支援のあり方について検討を行います。 

・また、地域住民の理解と協力のもと、これらの魅力を活かした、人をひきつけるまちづくり

を進めます。 

（２）重点課題と取り組み方針～その２ 

身近な生活道路の整備や、歩行者、自転車の走行環境の改善 

・久留米西団地地区を除く北西部地域では、散発的な宅地開発等の進行により、行き止り道路

や狭あいな生活道路が点在しており、災害時の避難活動や消防活動に支障をきたす恐れがあ

ります。 

・このため、改善効果の高い生活道路を対象に、ボトルネック個所の解消を進めます。あわせ

て、歩行者や自転車利用者の交通安全対策も進めます。 

・また、柳窪地区内の補助幹線道路である都市計画道路東３・４・５（久留米東村山線）の整

備を、隣接する東村山市の道路整備とあわせて進め、広域的な道路交通ネットワークの形成

を図り、地区内の生活道路への通過交通の低減を図るとともに、いっとき避難場所となって

いる第十小学校への大型車両のアプローチを確保するなど、地域の防災機能の向上を図りま

す。 

 


